
議案第２５号

苫小牧市議会委員会条例の一部改正について

苫小牧市議会委員会条例の一部を次のように改正する。

令和５年１２月１５日提出

苫小牧市議会議員 金 澤 俊

神 山 哲太郎

小 山 征 三

牧 田 俊 之

小野寺 幸 恵

谷 川 芳 一

触 沢 高 秀



苫小牧市議会委員会条例の一部を改正する条例

苫小牧市議会委員会条例（昭和４２年条例第２号）の一部を次のように改正す

る。

第１３条の次に次の１条を加える。

（開催方法の特例）

第１３条の２ 委員長は、次に掲げる事由により委員が委員会の招集場所に参集

することが困難であると認める場合には、映像及び音声の送受信により相手の

状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法（以下「オンラインの

方法」という。）により会議を開くことができる。

 重大な感染症のまん延防止又は大規模な災害の発生

 公務、疾病、出産、育児、家族の看護又は介護その他これらに類する事由

であってやむを得ないと委員長が認めたもの

２ 前項に規定する場合において、委員は、オンラインの方法により会議に参加

しようとするときは、あらかじめ委員長の許可を得なければならない。

３ オンラインの方法により委員が会議に参加する場合における次条、第１５条

第１項及び第２８条第１項の規定の適用については、当該委員は会議に出席し

たものとみなす。

第１８条第１項に次のただし書を加える。

ただし、オンラインの方法により会議を開く場合は、この限りでない。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

理 由

委員が委員会の招集場所への参集が困難な場合において、オンラインの方法に

より会議を開くことができることとするため、関係規定を整備する。



議案第２６号

苫小牧市議会会議規則の一部改正について

苫小牧市議会会議規則の一部を次のように改正する。

令和５年１２月１５日提出

苫小牧市議会議員 金 澤 俊

神 山 哲太郎

小 山 征 三

牧 田 俊 之

小野寺 幸 恵

谷 川 芳 一

触 沢 高 秀



苫小牧市議会会議規則の一部を改正する規則

苫小牧市議会会議規則（昭和４２年議会規則第１号）の一部を次のように改正

する。

第２章第１節中第８７条の次に次の１条を加える。

（開催方法の特例）

第８７条の２ 苫小牧市議会委員会条例（昭和４２年条例第２号）第１３条の２

第２項の規定により委員長の許可を得て同条第１項に規定するオンラインの方

法（以下「オンラインの方法」という。）により委員が会議に参加した場合に

おける前条第１項、第８９条、第９２条、第１０１条第１項、第１１２条第２

項、第１３０条及び第１３１条の規定の適用については、当該委員は出席委員

とみなす。

２ この規則に定めるもののほか、オンラインの方法による会議について必要な

事項は、議長が別に定める。

第１１０条中「出席」の次に「（オンラインの方法による参加を含む。第１３９

条第１項において同じ。）」を加える。

第１１１条に次の１項を加える。

２ 前項の規定にかかわらず、委員長がオンラインの方法により会議に参加して

いる場合における同項の適用については、「委員席に着き」とあるのは「参加

している場所で」と、「委員長席に復さなければならない」とあるのは「委員

長として議事の進行を行わなければならない」と、「委員長席に復することが

できない」とあるのは「委員長として議事の進行を行うことができない」とす

る。

第１３２条から第１３５条までを次のように改める。

（オンラインの方法による表決の特例）

第１３２条 第１２２条の規定にかかわらず、オンラインの方法により会議に参



加している委員（以下この条において「オンライン出席委員」という。）は、

表決に加わることができる。

２ 第１２４条から第１２８条まで及び第１３０条ただし書の規定にかかわら

ず、オンライン出席委員がいる場合における表決の方法は、オンライン出席委

員の可否を発言により、その他の委員の可否を発言又は挙手により同時に確認

し、それぞれの可否を合算して多少を認定するものとする。

第１３３条から第１３５条まで 削除

第１３９条第１項中「紹介議員の」を「紹介議員を委員会に出席させて」に改

める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

理 由

オンラインの方法により会議を開く場合における表決の特例を定める等のた

め、関係規定を整備する。


